
 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 次 第 ― 

１ 開    会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 議    事 

（１） 報告事項 

地域組織のあり方検討について 

令和元年度協働のまちづくり推進本部会議（第２回）の結果 

                  【資料１、２、３、４】 

（２）協議事項 

   ①自治基本条例の見直しについて【資料５】 

   ②参画と協働のまちづくりフォーラムについて【資料６】 

 

４ そ  の  他 

次回日程 

 

5 閉    会 

 

 

第５回 鳥取市市民自治推進委員会 

日時 令和２年２月１４日（金）10:00～12:00 

場所 市役所本庁舎６階第４会議室 



 

- 1 - 

 

 

令和元年度 地域組織のあり方検討について 

 

１ これまでの取り組み                                  

本市では、平成２０年を協働のまちづくり元年とし、まちづくり協議会の設立を呼びかけると

ともに、助成金の交付や関係者を対象とした研修会を開催するなど必要な支援を行ってきました。 

それから１０年以上が経過し、急速な人口減少や少子高齢化、地域課題の多様化、地域のつな

がりの希薄化など、地域コミュニティを取り巻く環境は厳しさを増しており、地域によっては、

人材や資金の不足など組織や活動の維持存続に不安を抱えておられる状況があります。 

 このような状況を踏まえ、地域と共に地域組織のあり方の検討を進めており、平成２９年度に

実施したアンケートや意見交換、平成３０年度に実施したモデル地区との話し合いやフォーラム

の結果などを踏まえ、令和元年度から、希望される地区において、まちづくり協議会と公民館運

営委員会の組織の一体化や関連する補助金等の一括交付を試行的に実施しています。 
 
【試行的な制度】H31.2.4 協働のまちづくり推進本部確認 

目的：地域コミュニティの将来像やあり方を共有し、その実現のために「学びの成果を生かした住民主
体の地域づくり」を実践する地域組織を支援する 

内容：まちづくり協議会と公民館運営委員会の組織の一体化 
まちづくり協議会と地区公民館に関連する補助金等の一括交付 

 

 

２ 試行的な制度の運用状況                                 

試行的な制度について、明治地区、用瀬地区、佐治地区の３地区が活用を希望され、取り組み

を進められてきました。それぞれの地区における運用状況は次のとおりです。 
     
 明治地区（人口：１，１２０人 世帯数：４４４世帯 高齢化率：３９．２％ 集落：１３集落） 

 用瀬地区（人口：１，１０４人 世帯数：４３５世帯 高齢化率：４２．３％ 集落： ６集落） 

 佐治地区（人口：１，８２６人 世帯数：７６１世帯 高齢化率：４９．５％ 集落：２７集落） 
※令和元年９月末時点 

（１）組織の一体化 

  前 後 備考 

明

治 

明治地区公民館運営委員会 

明治郷づくり協議会 
明治郷づくり協議会 

平成３１年４月２１日 

規約変更 

用

瀬 

用瀬地区公民館運営委員会 

用瀬地区まちづくり協議会 
用瀬地区まちづくり協議会 

平成３０年４月２日 

規約変更 

佐

治 

佐治地区公民館運営委員会 

佐治町まちづくり協議会 
佐治町まちづくり協議会 

平成３１年４月２２日 

規約変更 

※いずれの地区も２つの組織（公民館運営委員会・まちづくり協議会）をまちづくり協議会に一体化 

 

（２）組織体制の見直し 

  前 後 備考 

明

治 

①総務広報部、②生涯学習部、③健康

福祉部、④防災・防犯部、⑤自然環境

部 

①生涯学習・コミュニティ部、②健

康・福祉・人権部、③安心安全部、④

自然環境・地域活性化部 

「生涯学習部」に社会教育

事業、総務広報事業の機能

を持たせ、「生涯学習・コ

ミュニティ部」に名称変更 

用

瀬 

①総務会、②広報部、③生活安全部、

④健康福祉部、⑤教育文化部、⑥地域

美化部、⑦地域活性化部 

変更なし  

佐

治 

①健康・福祉部会、②文化・スポーツ

部会、③地域・環境部会、④広報部会 

①健康・福祉部会、②文化・スポーツ

部会、③地域・環境部会、④広報部

会、⑤公民館事業部会 

社会教育事業を担う、「公

民館事業部会」を設置 

資料１ 
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（３）運用状況のヒアリング（意見交換）と情報共有 

試行的な制度の運用状況は、年に複数回、地域に伺い確認するとともに、まちづくり協議会の

研修会や地区公民館の会議などで情報共有を行うこととしています。 
 
①ヒアリング（意見交換） 

７月に各地区単位で、１０月に３地区合同でヒアリング（意見交換）を行いました。 

共

通 

・人づくりと地域づくりの連携について話し合うようになった。 

・より一層、地域が一体になって課題の解決に向かうようになった。 

・役員の重複が減った、補助金の使いやすさが向上した。 

・どのような組織のあり方が良いのか、継続して、地域で話し合っている。 

明

治 

・今はまだ１つの事業部が社会教育を担っている状態。今後、他の部の事業との関連づけが必要。 

・事業検討にあたり、可能な限り住民の声を反映させるようにしたため、予算編成に時間を要することとな

った。結果として住民の満足度は高まっている。 

用

瀬 

・元々、まちづくり協議会立ち上げ以前は地域が一つになって公民館事業もまちづくり事業も行っていたと

いう経緯があり、平成３０年度にすでに組織を一体化していた。 

・今回のモデル事業は、地域の元々のやり方に合った支援。 

佐

治 

・今はまちづくり協議会の事業も公民館職員が主体的に担っており、負担に感じている。ＮＰＯ法人となる

にあたり、まちづくりの事業を各部会が主体的に行えるよう働きかけていくことが課題。 

・まちづくり協議会が事業主体となるため、館長の位置づけ（立ち位置）を考える必要がある。 
 
②情報共有 

運用状況について、まちづくり協議会、自治連合会、地区公民館と情報共有を行いました。 
・自治連合会、地区公民館など…地域振興会議、地区会長会、館長会、出前説明会などの機会を通じて情報共有 

・まちづくり協議会………………上記に加え、令和元年１２月２５日に研修会を開催（参加者１１０名） 
 
【いただいた主な意見】 

  ・自分の地域も取り組みたい。 

  ・モデル地区の状況をもっと詳しく知りたい。 

  ・自分たちの地域は今の制度のままが良い。 

  ・組織の見直しにあたり、館長の立ち位置（位置づけ）をどう考えるか。 

  ・地域組織が人づくり事業や公民館運営を行うにあたっての、法制上の仕分け（整理）が必要ではないか。 
 
【まちづくり協議会研修会アンケート結果（抜粋）】 

  設問：今回の研修会に参加して、あなたの地区では地域組織のあり方検討（組織・事業の現状把握と棚卸しなど）

について必要だと思いましたか。 

 

 

令和元年度 研修会アンケート 

 対象者：まち協会長、館長、公民館職員ほか 

     （ｎ＝９２） 
 

平成３０年度 研修会アンケート 

 対象者：公民館職員（ｎ＝５５） 

 

３ 今後の取り組み                                   

令和元年度の取り組みを通じて、試行的な制度の効果や今後整理すべき事項などが明らかとな

ってきました。 

 市民自治推進委員会からは、全市一律の制度とするのではなく、それぞれの地域に合ったやり

方を選択できるような制度設計が必要であるとの意見をいただいており、地域からも、柔軟な運

用ができる仕組みづくりが求められています。 

令和２年度も引き続き、地域や関係団体（組織）、関連する審議会等の意見を伺い、令和３年度

からの本格運用を目指し、市の制度や支援のあり方の検討を進めます。 

 また、地域から期待の寄せられる地区公民館の地域運営（希望される地区における指定管理者

制度の活用）について、令和３年度以降、希望される地区において開始することができるよう、

併せて検討を進めます。 

39%

47%

7%

8%

27%

47%

17%

8%

①すぐに必要

②将来的に必要

③まだ必要でない

④未回答

令和元年度

平成30年度



 

 

地域に依頼している組織や役員について 

 

１ 目的                                      

令和元年６月３日の協働のまちづくり推進本部において、鳥取市市民自治推進委員会の意

見書を受け、行政から地域に依頼している組織や役員について、地域で負担に感じているも

のもあるため、全庁に現状の確認を行い、必要に応じて改善を行うことを確認しました。 

行政から依頼された組織や役員は地域の判断で簡単になくすわけにもいかず、地域の負担

が増すばかりとなってしまいます。まずは行政から地域に依頼している組織や役員の実態を

把握し、地域の負担が軽減される方法を検討していきます。 

 

２ 地域に依頼している組織や役員の調査・結果                          

市から地域に依頼している組織や役員の実態を把握するため、令和元年度に全庁的な調査

を実施しました。調査の結果、２０以上の役を市※から地域に依頼していることが分かりま

した。 
 
【依頼状況】 

項目 件数 組織・役員（例） 

防災 ２件 「自主防災会」「防災指導員」 

人権 ４件 「人権啓発推進協議会役員」「人権啓発推進員」など 

福祉  ７件 「民生委員・児童委員」「健康づくり推進員」など 

環境 １件 「廃棄物不法投棄監視員」 

交通安全 ２件 「交通安全指導員」「交通安全対策協議会」 

教育 ３件 「公民館長」「スポーツ推進委員協議会」など 

その他 ９件  
  ※各部局から報告のあった件数であり、すべての役が網羅できているわけではありません。 

※市の外郭団体、市が事務局を担っている団体からの依頼も含みます。 

 

また、地域とつながりの強い組織や役割を依頼していると思われる、防災（危機管理課）、

人権（人権推進課）、福祉（地域福祉課・中央保健センター）、環境（廃棄物対策課）の４項目

について、後日担当部署にヒアリングを実施した結果、以下のような意見がありました。 
 
【主な意見】 

・組織の中でもあり方の検討が必要との議論がある 

・役のなり手不足や選出に困っている地域がある 

・法律で設置が必要とされている役もある 

・役ではなく、地域にその機能があればよいと思う 

 

３ 今後の検討の進め方                                 

この度の調査結果を踏まえ、令和２年度に、地域と市

との役割分担や地域への依頼内容について話し合う庁内

会議を開催し、検討を進めるとともに、地域の現状を改

めて把握するため、役員等の選出母体である自治連合会

との意見交換を行っていきます。 
 
【対策の可能性】 

・同種同類の役を整理する、目的の達成された役を廃止する 

・地域組織（まちづくり協議会等）が機能として役を受け持つ 

・複数の地域（町内会）が協力して役を選出する 

資料２ 

 庁内会議のイメージ（案） 

市民生活部長、行財政改革課長、職員

課長、地域振興課長、生涯学習・スポ

ーツ課長、危機管理課長、地域福祉課

長、各総合支所副支所長 など 

事務局（協働推進課） 

参考：協働のまちづくりプロジェクトチーム 

市民生活部長、行財政改革課長、職員課長、
地域振興課長、生涯学習・スポーツ課長、
国府町地域振興課長、用瀬町地域振興課長、

佐治町地域振興課長、事務局（協働推進課） 



【令和元年12月時点】

依頼元 団体名(②、③のみ) 任期 就任時期 人数 範囲

1
地区人権啓発推進協議会役
員

同和問題をはじめとするさまざまな人権課題の
解決をめざし、人権を尊重した差別のない明る
いまちづくりを推進することを目的とする

②市が事務局を
担っている団体

鳥取市地区人権啓
発推進協議会連合
会

人権推進課
各地区人権啓発推進協議会規
約

- - - /地区

・役員の任期、就任時期等は各地
区が決めている。
・本会事務局は、現在公民館が
持っている地区が多い

2
地区人権啓発推進協議会人
権啓発推進員

同和問題をはじめとするさまざまな人権課題の
解決をめざし、人権を尊重した差別のない明る
いまちづくりを推進することを目的とする

②市が事務局を
担っている団体

鳥取市地区人権啓
発推進協議会連合
会

人権推進課
各地区人権啓発推進協議会規
約

２年 - ４人 /地区

3
鳥取市地区人権啓発推進協
議会連合会役員

この会は、各地区同推協等との連携を図り、同
和問題をはじめとするさまざまな人権課題の解
決をめざし、人権を尊重した差別のない明るい
まちづくりを推進することを目的とする

①市 人権推進課
鳥取市地区人権啓発推進協議
会連合会規約

１年 総会 １４人 /班 各地域ブロック代表から選出

4 人権擁護委員
地域住民を対象に人権尊重の理念の普及に取り
組む、人権問題の相談を受ける

①市 人権推進課 人権擁護委員法 ３年
1月

又は７月
２人

/中学
校区

・委員のなり手不足
（法務局とともに人権救済に取り
組むなどの活動があり適格者が限
られる）

5 鳥取市自主防災会

地震その他の災害に備えて自主防災組織相互間
及び関係各機関との連絡を密にするとともに災
害発生時における自主防災組織の災害対応能力
の向上を図ることを目的とする。

①市 危機管理課 鳥取市自主防災会連合会規約 - - - /町内会
・自治連町内会長との重複が多く
見られる

6 鳥取市防災指導員
市民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成な
ど地域防災力強化を図るため地区を単位として
防災指導員を設置する。

①市 危機管理課 鳥取市防災指導員設置要綱 ２年 ４月 １人 /地区

地域防災力向上の観点から全地区
設置を働きかけているが、特に新
市域で推薦が上がらずなり手不
足、高齢化

7 地域振興会議
本市の一体的な発展に資する対象区域の振興に
ついて、市長の諮問に応じ、審議、答申するた
め。

①市 地域振興課 鳥取市地域振興会議条例 ２年 ４月 １２人

町単位
（旧市
域の
み）

・地域により、委員が固定化して
いる
・若手の委員が少ない

8 まちづくり協議会
地域の身近な課題解決に向けて、地域が一体と
なって取り組むため

①市 協働推進課 なし - - - -
・地域から、公民館運営委員会、
地区自治会など、地域に似たよう
な組織があるとの意見がある。

環
境

9
鳥取市廃棄物不法投棄監視
員

地域の不法投棄防止のため ①市 廃棄物対策課
鳥取市廃棄物不法投棄監視員
設置要綱

２年 １月 ５人程度 /地区

10 民生委員・児童委員
担当する地域に暮らす住民の身近な相談相手と
して相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉
の増進に努める

①市 地域福祉課 民生委員法 ３年 １２月 /地区
・なり手不足
・行政も含め、安易な依頼が多
く、負担感が増している。

11 鳥取市民生委員協議会
市内民生委員及び単位民児協議会の連携、研究
協議、活動等の促進のため

①市 地域福祉課
鳥取市民生児童委員協議会規
約

- - - -

12 各地区民生児童委員協議会
担当区域民生委員の連携、研究協議、活動等の
促進のため

①市 地域福祉課 民生委員法ほか - - - /地区

13 各地区民生委員内申委員会
地域で推薦された民生委員・児童委員候補者を
審議し、市に推薦するため

①市 地域福祉課 なし - - - /地区

14
日本赤十字社鳥取県支部鳥
取地区分区

赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議にお
ｋて決議された諸原則の精神にのっとり、赤十
字の理想とする人道的任務を達成するため

②市が事務局を
担っている団体

日本赤十字社鳥取
県支部鳥取市地区

地域福祉課
日本赤十字社法
日本赤十字社鳥取県支部鳥取
市地区規則

なし - - /地区

15 健康づくり推進員
市民の健康づくりを推進するため、会員相互の
連携を図るとともに、研修を通じて健康で明る
い町づくりに寄与すること

②市が事務局を
担っている団体

鳥取市民健康づく
り地区推進員連絡
協議会

中央保健セン
ター

鳥取市民健康づくり地区推進
員連絡協議会規約

２年 ４月 １～３人
（基準有）

/町内会

・推進員のなり手不足・高齢化
・２年任期だが、町内によって１
年任期、活動の定着が困難な集落
もある。

16 鳥取市食育推進員会
生活習慣病予防に重点をおいた地域における食
育を積極的に推進していく。

②市が事務局を
担っている団体

鳥取市食育推進員
会

中央保健セン
ター

食育基本法 なし - 473 - ・推進員の高齢化および減少傾向

選
挙

17
鳥取市明るい選挙推進協議
会委員

鳥取市における選挙人の政治や選挙に関する意
識向上を図るため。

②市が事務局を
担っている団体

鳥取市明るい選挙
推進協議会

選挙管理委員会
事務局

鳥取市明るい選挙推進協議会
規約

２年 ４月 116人 - ・若手の委員が少ない。

18 鳥取市交通安全指導員
鳥取市における道路交通の安全保持及び安全運
動の推進を図るため

①市 協働推進課
鳥取市交通安全指導員設置規
則

２年 ４月
２～３人
（基準有）

/地区
・指導員のなり手不足・高齢化
（業務上、活動時間と通勤時間が
重なるため、なり手が限られる）

19
交通安全対策協議会鳥取地
区会支部長

鳥取市内における交通の円滑と安全に関する諸
問題について連絡協議し、その対策を推進する
ため

②市が事務局を
担っている団体

鳥取市交通安全対
策協議会鳥取地区
会

協働推進課
鳥取市交通安全対策協議会鳥
取地区会会則

なし - １人 /地区
・自治連地区会長との重複が多く
見られる

20
鳥取市スポーツ推進委員協
議会

スポーツの指導、スポーツ事業の運営支援等に
取り組み、普及促進を進めるため

①市
生涯学習・ス
ポーツ課

スポーツ基本法
鳥取市スポーツ推進委員に関
する規則

２年 ４月 ２～３人 /校区
・なり手不足
・委嘱するものの出席がない委員
がいる。

21
鳥取市少年愛護センター補
導員

街頭補導を行い、青少年の健全育成及び非行防
止を図るため

①市
民生児童委員協議
会

生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市少年愛護センター条例
施行規則

２年 ５月 ２人 /地区

22 公民館長
鳥取市における社会教育を振興し、住民の福祉
を図るため

①市 協働推進課 鳥取市公民館条例 ２年 ４月 １人 /地区
・なり手不足
・館長になることで地域の様々な
役員を担うことがある

23
「万葉のふるさと　こくふ
まつり」　実行委員会　会
長

「万葉のふるさと　こくふまつり」の企画、運
営

①市
国府町総合支所
地域振興課

- ４月 １人 /地区

24
「万葉ウォークラリー大
会」実行委員会　会長

「万葉ウォークラリー大会」の企画、運営 ①市
教育委員会国府
町分室

- ４月 １人 /地区

25
因幡万葉歴史館実行委員会
委員

因幡万葉歴史館関係事業（万葉集朗唱の会な
ど）の企画運営

③外郭団体 鳥取市文化財団 因幡万葉歴史館 １年 ４月 ４人 /地区

26
河原町子ども会育成連絡協
議会理事

少年の健全育成に寄与する
②市が事務局を
担っている団体

河原町子ども会育
成連絡協議会

教育委員会河原
町分室

河原町子ども会育成連絡協議
会規約

2年 ４月 １５人 （河原町内で１５人）

27
佐治ふるさと祭り実行委員
会

地域の産物や伝統文化を広くアピールする場と
し、生涯学習の推進を図り、地域の絆をより一
層深め協働のまちづくりを進めること

②市が事務局を
担っている団体

佐治ふるさと祭り
実行委員会

佐治町総合支所
地域振興課

佐治ふるさと祭り実行委員会
規約

１年 ４月 ２６人 /地区 特になし

28
青谷地域にぎわい創出実行
委員

青谷地域の賑わいを創出する事業を実施し、地
域の活性化に寄与する。

その他
青谷地域にぎわい
創出実行委員会

青谷町総合支所
地域振興課

なし １年 ４月 １人 /地区
自治連合会長の宛て職として依頼
している

地域に依頼している組織・役員の調査

組織名および役員名 目的
依頼

担当課 根拠法令等
任期について 人数

健
康
・
食
育

交
通
安
全

支
　
所
　
独
　
自

依頼について課題に思っていること

人
　
権

防
　
災

地
　
域
　
福
　
祉

教
　
育

地
域
振
興
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コミュニティ支援チーム（CST）の見直しについて 

 

１ これまでの取り組み                                  

本市では、まちづくり協議会が地域の課題解決のため策定する「コミュニティ計画」の作成支

援や必要な行政情報の提供を行うことを目的として、本市職員によるコミュニティ支援チーム

（CST)を設置し、地域の取組を支援しています。 

コミュニティ支援チームの設置から１０年以上経過した現在、地域から役割や必要性などにつ

いてご意見が寄せられており、あり方についての検討が必要となっています。 

※令和元年度設置状況：全６１地区、計１１３人 

 

２ 地域からの意見                                   

 平成２９年度に実施した協働のまちづくりアンケートや、令和元年度に実施した公民館職員、

自治連合会からの聞き取りより、制度が必要という地域がある一方で、見直しを求める意見が多

くありました。 

【意見】 
 ・関わりがない、機能していない、存在が薄くなっている 
 ・CSTが地区外の人なので、参加を呼びかけづらい 
 ・CSTではなく、地区住民として役員をやってもらっている 
 ・イベントの手伝いぐらいしかやってもらうものがない 
 ・必要ない、廃止すべき 
 ・CST制度のように、市の職員を各地区に配置するのではなく、より専門的な知識をもった人が地域に出

向いていけるような制度にしてほしい など 

 

３ コミュニティ支援チーム員からの意見                                 

平成３０年度に、コミュニティ支援チーム員を対象に実施したアンケートからも、制度の見直

しを求める意見が多くありました。 

【意見】 
・まちづくり協議会の組織がしっかり確立されているため、CSTは不要 
・CST以外の肩書きで地区活動に参加している 
・まちづくり協議会も、必要な情報はCSTではなく、協働推進課や支所地域振興課に問い合わせている 
・担当外の部署との交渉はなかなか難しい 
・地域の需要に合わせた支援のマッチングが必要 など 

 

４ 制度の見直し（案）                                  

 人口減少社会が進行する中、それぞれの地域では、これまで経験したことのない新たな地域課

題に直面することが予測されます。 

活動の主体となる「まちづくり協議会」などの地域組織が、地域が目指す姿やその実現に向け

た取り組みを検討するに当たり、専門知識を有するアドバイザー※などを地域に派遣することで、

住民自治の促進を目指します。 

※地域アドバイザー：地域づくりや社会教育の専門家、防災・福祉など地域活動に関係する市の担当部

署など 

 

５ 今後の取り組み                                   

 制度の見直し（案）の考え方について、まちづくり協議会研修会（令和元年１２月２５日開催）

で紹介したところ、賛同の意見が多くありました。併せて、市の職員には、地域の活動にもっと

積極的に参加してほしいとの意見も多く寄せられました。 

これらを踏まえ、現行のCST制度は廃止し、令和２年度から地域アドバイザー派遣制度へ移行

します。また、職員には地域活動に積極的に参加※するよう、呼びかけを進めていくとともに、

地域組織のあり方検討に関連した、職員研修（中堅職員を対象）を実施します。 

※職員行動指針：「私たちは、地域の活動に積極的に参加します。」 
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鳥取市自治基本条例の見直しについて 

 

１ これまでの取り組み                                 

鳥取市自治基本条例（平成２０年１０月１日施行）は、「市民と市が自治の主体であり、お互いがた

ゆみない努力によって自治を維持する」を理念とし、「市民と市の相互理解と信頼関係のもとに、参画

と協働のまちづくりを進める」という基本原則を本市の自治の規範と位置付け、市民と市が共にまち

づくりに取り組んでいるところです。 

条例第３０条において、条例施行日から４年を超えない期間ごとに、この条例の各条項が本市にふ

さわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討することが定められています。 

令和２年度は前回の見直しから４年目となり、３回目の見直しの時期にあたります。 

 

【過去の見直し状況】 

第１回 

平成２４年 

○検討結果：危機管理についての条項の追加が必要 

 

第２回 

平成２８年 

○検討結果：現行通りでよい 

○議論の内容： 

・「まちづくり」の定義づけが必要では 

・コミュニティの範囲について検討する必要があるのでは 

・自治会、まちづくり協議会、地区公民館の位置付けと役割を明確にしては 

 ※市民自治推進委員会の審議の状況 

・第３回委員会（10/23）にて前回見直し時の流れ、過去の答申内容を共有。 

・１１月に新見市、朝来市（いずれも自治基本条例制定自治体）へ視察研修を実施。 

・令和２年度に参画と協働のまちづくりフォーラムの開催を計画しており、「地域づくりと社

会教育の融合について（仮）」をテーマに実施する予定。 

・これらと平成２９年度から進めている地域組織のあり方検討も踏まえて、見直しを行ってい

くこととしている。 

 

２ 第３回（令和２年）の見直しの進め方                          
 

１月 各部局へ意見照会（市民自治推進委員会を含む） 
～２月下旬（議会開会前まで） ２月 

４月 市民自治推進委員会への諮問 
 
 
（市民自治推進委員会での審議） 
 
 
市民自治推進委員会からの答申 

 

５月 参画と協働のまちづくりフォーラム 

7～8
月 

 

9月 
（条例改正を行う場合） 
・答申を受け、対応方針の決定。庁内関係課で協議。 
・協働のまちづくり推進本部で見直し方針の決定、素案の作成。 
・市民自治推進委員会にて素案に対する意見をもらう。 
・パブリックコメントを実施。 
・パブコメを踏まえた素案を市民自治推進委員会に提示。条例案の最終決定。 10月 

12月 条例提案(改正を行う場合) 

 
 

資料４ 



市民自治推進委員会視察研修について（まとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
各自治体の取り組み                                

【新見市】※参考資料２ 

・地域運営組織を設立（現在 2 地域で設立） 

・市職員、社協職員等で地域共生社会推進チームを構成。地域と行政のパイプ役を担当 

・小規模多機能自治一括交付金制度を実施（Ｒ元～）。詳細なマニュアルを作成 

【朝来市】※参考資料３ 

・地域自治協議会を設立（12 地域で 11 協議会）。自治基本条例にも位置付けを明記 

・地域自治包括交付金制度を実施（Ｈ20～） 

・各地域自治協議会へ地域おこし協力隊を配置。 

 

いただいたご意見のうち今後議論を進めていくポイント（案）             

（自治基本条例について） 

・地域組織や公民館の位置付け 

・住民自治の上での行政との協働をはっきりと明記した方がよい 

※上記２点についてはＨ28 年度答申書（別紙）にも関連意見あり 

（地域組織のあり方について） 

・アンケート等の手法による若者の参画が組織の活性化や若者世代の意識向上につながる 

・地域での取り組みの進め方を示すガイドラインが必要 

・地域を支える人材の育成が必要 

（一括交付金について） 

・導入の際には意図等を理解してもらう必要性がある 

・交付金の算定基準を工夫すべき 

・一括交付の対象となる補助金の精査や事業後の評価をしっかりすべき 

（地域による公民館運営について） 

・進め方の整理や地域での運営が維持継続できるような支援体制づくりが必要 

資料５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）Ｈ２８年度鳥取市自治基本条例の見直しに係る答申書より抜粋 

別 紙 



各委員レポート抜粋                                

【自治基本条例について】 

新見市 

・この条例が様々な地域運営の土台になるものだという自覚が市民・行政の両者にあるのかも

含めて確認していく必要がある 

・鳥取市も新見市のように住民自治の上での行政との協働をはっきりと明記した方がよい 

・住民（素人目線）をメンバーに加えて検討しては 

・例えば、市役所全課に「協働推進委員（仮称）」を配置し、所属職員に啓発しては 

朝来市 

・条例の立ち位置の見直し 

・人を中心にそれぞれの役割と責務等を明確に表記する 

・人材と組織を分けて考えてみたい 

・やってもやらなくてもよいように感じる「努めます」ではなく、やりとげる義務にしていき

たい 

・危機管理について、鳥取市自治基本条例には、市・市⾧・市民それぞれの責務が記載してあ

るが、協働の視点が欠落しているように思う。協働の視点を盛り込み、地域防災計画にも明

記することで、より充実した危機管理に資すると考える 

・朝来市の条例は女性や若い方も理解しやすい言葉の表現になっているように思い、目的の表

現も具体的で分かりやすい 

・市政運営は役割として当たり前のこと。削除してもいいように思う 

 

【地域組織のあり方について】 

新見市 

・旧町エリアの進め方については、今後情報交換をしながらお互いに良い進め方を模索してシ

ェアすれば良い 

・モデル地区をきっかけに小さな地区から実施していく必要がある 

・住民アンケートは、現在の中心人物以外の情報も取りやすくなるという点では良い。高齢メ

ンバーで決めてしまう地域にとっては若者参画の一つの方法であり、その世代の当事者意識

を増やすきっかけになる 

・中身については自由度があっても段取りについてはガイドラインで示しても良いかもしれな 

 い 

・地域組織の一本化は鳥取市でも行った方がよい。限られた人的資源で多種多様な地域課題を

異なる組織で取組むのは非効率であり、一つの地域組織として包括的に取組む方が効率的 

・一本化することでどの分野においても地域組織＝地域を代表する組織と位置付けができ、「地

域の代表」を担保することにもなる 

・地域の見える化は必須 

・「変化」を恐れない仕組みを作る 



朝来市 

・鳥取市は規模的にいろいろなので、その地域にあった地域組織を作っていけば住民が深く関

わって行けるかもしれない 

・地域のリーダーを育てていくことが大事。若い人の意見を取り入れることが活性化につなが 

 る 

・地域組織を見直すようになった要因を明確にし、その課題解決のための取り組みの方向性を

考えてみたい 

・地域商社をつくり推進していく人材を 11 条３で育成していくような仕組みを作りたい 

・まちづくり協議会が活動できなくなった時どう対応するのか明確に 

・朝来市のシステムは今後イベント型からサービス型の事業展開を図っていく上でも参考にす

べきだが、住民ニーズを比較的集約しやすい小規模の中山間地だからこそできる取り組みで

あり、そのままのシステムを取り入れても都市型地域では機能しないと感じた 

・今の組織ではやらされ感が残り、地域の主体性が欠けるように思う。地域の特性を生かし、

行政に頼らない地域形成をすることでやる気も起こり地域の一体感も生まれ、活性化するよ

うな工夫も生まれる 

 

【一括交付金について】 

新見市 

・庁内では市⾧がちゃんと意思統一させる方向性で発信してもらって、各部局の協力を得られ

る方向にすることが大事なポイントになる。中心となる部署が、他の部署の協力を得られな

いと実質的には動きにくい 

・できるものについては速やかに行うべきだが、その場合は地域組織の一本化が必須。地域組

織の再編とセットでの議論を進める必要がある 

・実施までに、一括交付金の仕組みを導入する意図や必要性を理解してもらう必要性を感じる 

・手挙げ方式（モデル地区）での導入がいいのでは 

朝来市 

・良いと思う。用途は地域に任せて、使用目的に幅をもたせて使いやすく 

・自由に地域で使用できるのはいいが、活動できなくなってしまう地域の各団体をどう支えて

いくのかはっきりさせておく必要がある 

・人口比で予算化されすぎている。不便な地域でその地域を支えている人が安心して活動しや

すいようにしたい 

・交付金額の不公平感を払拭する仕組みとして一括交付金の算定基準を設けた点は鳥取市も学

ぶべき 

・参加者が限られた方々のみが実態で、活動事業の活用方法に工夫が足りない。一活動事業ご

とに申請してもらい精査して厳しく審査する必要があるように思う 

 

 



【地域による公民館運営について】 

新見市 

・公民館指定の解除の伝え方、指定管理導入の場合のメリット・デメリットについて整理が必 

 要 

・地域が運営を行うのであれば、法律上の様々な制限をなくした上で一定の権限や財源を地域

組織に移譲した上で、地域組織の拠点としてお任せするのがよい 

・人材の育成が大切 

・やる気があり、体制も整った地域からしっかりサポートすべき 

朝来市 

・運営費はどうするのか。運営する人が地域によって偏ってしまう危険性はないか 

・まちづくりと生涯学習を一緒に考えるのはどうか 

・公民館は何をする所だということを明確にしていかないと地域の各種団体の活動があやふや

になる恐れがある 

・できるところは取り組みを始めてもいいが、地域の人材がいなくなった後処理も考えておき

たい 

・補助金を積極的に活用するためにも、地域振興の職員が申請までの調整を担うようにしてほ

しい 

・運営に一般の方も加わるような組織作りが必要 

・独自性で運営にあたれるような人材を養成すべき。特に館⾧は地域活動のノウハウを持って

いる人を人選すべき 

・今のままの公民館運営では変わらないし、もう少し開かれた改革が必要 
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図１ 朝来市の人口と高齢化率の予測

朝来市地域自治協議会の事例紹介

１ 朝来市の概要

◆人口 令和元年9月住民基本台帳人口 30, 297人（ 平成27年国勢調査人口 30, 855人）

◆高齢化率 34. 24％（ 65歳以上人口割合） ◆面積 403. 06㎢ 林野が占める割合 83. 8％

２ 朝来市の地域自治協議会

◆朝来市の地縁による自治組織
行政区161区 （ 生野町22区 △（
2 区） 和田山町70区 山東町

36区 朝来町33区 ）

合併後、旧生野町の菖蒲沢区と５区

が隣接区に併合 さらに白口区は

4名3世帯という状況

旧町単位の区長会と朝来市連合区

長会（ 年度ごとに旧町単位で順番）

旧町単位では、さらに小学校区単

位、周辺数区で区長の連絡会議等を

組織

◆地域の課題
行政区の運営 （ 子ども会、婦人会、青年会、が存続できない、役員のなり手不足

耕作放棄田の増加 （ 担い手が一人減ると多くの田が放棄田に

空き家の増加 （ 旧市街地に空き家が増加、駐車場の確保が難しい、空き家バンクを市で

運営するが空き家の期間が長いと再利用のハードルが上がる）

防災対策 （ →各区に自主防災組織 自助・共助が機能しない恐れ、対応にばらつき）

買い物難民 （ 免許証の返納、移動販売車や生活協同組合の配達、親類近隣の助け合い）

◆地域自治協議会の設立
補完性の原則

①区単位ではできないことを助け合いながらできる組織
②自分たちで考え行動していく ことができる組織
③合併により広域化したなかでそれぞれの地域が豊かに
平成19・ 20年度で、市内全域を網羅する11の地域自治協議会を設立

市民主導での設立ではあったが、行政も設立を支援

12年ほど経過したが、市内の各地域で状況、課題、取り組みは様々

◆地域自治協議会に対する朝来市の支援
①活動拠点を無償で貸与 【 コミュニティセンター・ 旧幼稚園・ 防災センター】

②地域自治包括交付金
・ 事務局運営費 280万円（ 地域自治組織で２～３名雇用）
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図２ 地域自治協議会の設立状況（ 平成31年2月末の状況）

・ 協議会実施事業

・ 地域づく り補助事業 330万円（ 平均）

・ 区コミュニティ活動助成事業

・ 地域協働事業 37万円（ 平均） [ 地域環境保全・ 花づく り・ 交通安全 ]

３ 活動事例紹介

高齢者への福祉事業（ 高齢者のふれあいサロン・ 買い物支援・ 介護予防事業・ 健康体操 ）

子ども達の育み事業（ 土曜チャレンジの開催・ 夏休みキャンプ・ 登下校の見守り ）

耕作放棄地対策事業（ 市民農園・ 花づく りに活用・ 耕作放棄農地の調査 ）

生涯学習講座の開設（ 寄せ植え教室・ エクササイズ・ 土曜チャレンジ講師 ）

特産品開発支援事業（ 生活改善グループの運営支援・ 協力隊の事業支援 ）

各種受託業務 （ 農産物の宅配受付・ 体育館、グラウンド、会館、公園等の管理 ）

４ 地域おこし協力隊

各地域自治協議会へ半数の隊員を配置 地域課題の解決をメインのミッションに

◆配属状況
平成26年度 6人が昨年で任期を終了 内5人が定住

平成27年度 4人が昨年で任期を終了 内4人が定住

平成29年度 3人が活動中 いくの地域自治協議会で農産物加工所の支援、山東町域にて農

産物販売やエンターテイメントによる魅力向上、農林振興課で有害鳥獣対策

平成30年度 3人を活動中 黒川温泉運営支援、与布土地域自治協議会で農地管理事業の実

施を支援、総合政策課で人材育成、中高生のサードプレイスコーディネート

◆サポートとフォローアップ体制
定期的な活動内容の調整〈 地域、行政、隊員の3者面談式研修〉

チーム「 あさこいひと」〈 毎月のチーム会議、5対3対2の活動割合〉

梁瀬地域の交付額は、3, 867, 000円

（ 事務局運営費・ 共同事業全部込で

7, 144, 000円： 令和元年度）

ふるさと納税等を財源にしています
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市民協働課、各地域振興課、配属課、取組にかかる関係部署等、多くの職員がフォロー

５ 成果と課題

◆成果
 地域づく りの基盤が増えたことにより、誰でも気軽に地域づく りに参加できる、意見を反

映できる体制が整った

 様々 な機能を持つ、小規模多機能（ 運送、営農、福祉、生涯学習等） な組織ができたこと

により、身近な課題を解決、相談できる体制が整った

 行政に頼らない、自主的な地域経営を行うことができる基盤が整備された

 隣の集落も私たちの地域だという、一体感が改めて生まれた

 地域住民が企画、運営、講師、参加者になれる自己実現の場が生まれ、各種技能を地域へ

還元するような事に取り組みやすくなった

◆課題
 協議と事業、事業を続ける事が優先されてしまっていないか？〈 楽しく有意義な会議、ホ

ワイトボードミーティングの導入〉

 無理をしても続かない〈 参加して楽しい、お金がもらえる等、時間を使う意味を〉

 参加者が増えない理由は？〈 意見・ ニーズを事業に反映、中学校三年生以上全員アンケー

トの実施と結果発表会、まちづく り計画の見直し、「 やりがい」 と「 負担感」〉

 例年、同じ事業の繰り返し〈 本当に必要な事業か実施の有無を検証〉

 とはいえ、継続も大切〈 同じようにするのではなく内容の改善、参加者アンケート〉

 補助金を積極的に利用〈 職員が申請までの調整を担う〉

 市の業務を受託して自主財源にできないか〈 水道検針と高齢者の見守り、施設の管理、福

祉・ 生涯学習のソフト事業、各団体の事務局〉

 財産取得や契約行為等の発生による法人格の必要性〈 組織の信頼性、代表者のリスク軽減〉

 「 小商い」 を支援し、地域内で経済循環を〈 作ったものを手軽に販売、都市との交流、外

貨を稼ぎ地域で循環〉

 事業の複合化〈 一つの事業で複数の効果を狙う、イベントにも親睦以外の目的を〉

［ 例］ 消火栓と防火設備を確認しながらウォーキング、防災運動会、100均でできる防災

と非常食クッキング

 各行政区で行事の共有ができない（ 運動会・ 祭り・ 神事・ 親睦会・ 芋煮会・ 子ども会のイ

ベント ・ 老人会のグラウンドゴルフ） ため、負担が減らない

























































自治基本条例　見直し検討ワークシート　各条項について、課題と感じられることをシートに書き出してください。
　

委員氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

章、条の見出し 条文 課題

前文
　鳥取市は、唱歌「故郷(ふるさと)」の情景をほうふつとさせる緑豊
かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれ
ています。
　その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを
受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんでき
ました。
　そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越
えて、今日まで生活を営んできました。
　私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝し
ながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、
心豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければな
りません。
　そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが
自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。
　このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、
自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てなが
ら、協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。
　ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が
尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。

前文
第１章　総則（第１条－第３条）
第２章　自治の基本理念（第４条）
第３章　自治の基本原則（第５条・第６条）
第４章　自治を担う主体の責務等
　第１節　市民（第７条・第８条）
　第２節　議会（第９条・第１０条）
　第３節　市長及び市の職員（第１１条・第１２条）
第５章　コミュニティ（第１３条）
第６章　市政運営（第１４条－第２３条）
第７章　危機管理（第２４条）
第８章　市民意思の表明及び尊重（第２５条－第２７条）
第９章　国及び自治体等との連携及び協力（第２８条）
第１０章　市民自治推進委員会（第２９条）
第１１章　条例の見直し（第３０条）
附則

提出〆切 ２月２８日（金）
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章、条の見出し 条文 課題

第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするととも
に、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協
働のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地
域社会の創造に資することを目的とします。

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによります。
（１）　市民　市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は
市内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。
（２）　執行機関　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員
会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
（３）　市　議会及び執行機関をいいます。
（４）　参画　市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価ま
での各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。
（５）　協働　市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの
主体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。
（６）　コミュニティ　地域又は共同体意識を基盤としたつながりの
もとで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行う
ものをいいます。

（条例の位置づけ） 第３条　この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他
の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重
します。
２　市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大
限に尊重します。

第２章　自治の基本理念

第４条　市民及び市が自治の主体であることを基本とします。
２　市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。

第３章　自治の基本原則
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章、条の見出し 条文 課題

（参画及び協働の原則）
第５条　市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関
係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。
２　市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政
に関し、参画及び協働の機会を保障します。
３　市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受ける
ことがないように配慮します。

（情報共有の原則）
第６条　市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくり
に関する情報を積極的に共有します。

第４章　自治を担う主体の
責務等

第１節　市民

（市民の権利）
第７条　市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げ
る権利を有します。
（１）　まちづくりに参画し、協働すること。
（２）　市が保有する情報を知ること。
（３）　行政サービスを受けること。

（市民の責務）
第８条　市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる
責務を負います。
（１）　まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行
動に責任を持つよう努めること。
（２）　行政サービスに伴う負担を分任すること。

第２節　議会

（議会の役割及び責務）
第９条　議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案
及び市政への提言を行います。
２　議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行う
とともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めま
す。
３　議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が
高く、開かれた運営に努めます。
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章、条の見出し 条文 課題

（議員の責務）
第１０条　議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、
全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さ
んに努めます。

第３節　市長及び市の職員

（市長の役割及び責務） 第１１条　市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実
な市政の執行に努めます。
２　市長は、市の職員(以下「職員」といいます。)を適切に指揮監督
し、効率的な市政運営に努めます。
３　市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人
材の育成を図ります。
４　市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サー
ビスの提供に努めます。

（職員の責務） 第１２条　職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠
実かつ能率的な職務の遂行に努めます。
２　職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。
３　職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めま
す。

第５章　コミュニティ

第１３条　市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たす
ことを認識し、コミュニティを守り育てます。
２　市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。
３　コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向
けて取組を進めます。
４　市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を
行うよう努めます。
５　市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づ
け、その充実及び強化に努めます。

第６章　市政運営
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章、条の見出し 条文 課題

（市政運営の原則） 第１４条　市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機
会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基本
とします。
２　市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その
達成の状況について、公表します。
３　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。

（総合計画）
第１５条　市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画
(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
２　市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果
及び達成状況を公表します。

（財政運営）
第１６条　市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政
状況を公表しなければなりません。
２　市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよ
う努めます。

（組織） 第１７条　市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能
的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。

（情報の公開及び提供） 第１８条　市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積
極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。
２　市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなけ
ればなりません。
３　前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に
定めます。

（個人情報の保護）
第１９条　市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、
その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。
２　前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、
別に定めます。

（行政手続）
第２０条　市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図
り、市民の権利及び利益の保護に努めます。
２　市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基
準を定め、公表しなければなりません。
３　前２項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に
定めます。
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章、条の見出し 条文 課題

（行政評価） 第２１条　執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ
公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価
を取り入れます。
２　執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。

（附属機関等の委員の選
任） 第２２条　執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員（以下「委

員」といいます。）を選任する場合は、その全部又は一部の委員につ
いて、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合その
他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

（説明責任） 第２３条　執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程にお
いて、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しな
ければなりません。

第７章　危機管理

第２４条　市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事
態(以下「災害等」といいます。)から守るため、災害等に強い都市構
造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。
２　市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活
の安全確保に努めます。
３　市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域に
おいて相互に助け合えるよう、連携及び協力体制の整備に努めます。

第８章　市民意思の表明及
び尊重
（意見等への対応） 第２５条　執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等(以下

「意見等」といいます。)に対して、迅速かつ的確に対応します。
２　執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査
し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう努
めます。

（市民政策コメント） 第２６条　執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定
及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関す
る情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する場合
その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
２　執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表しま
す。
３　前２項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別
に定めます。
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章、条の見出し 条文 課題

（住民投票） 第２７条　市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都
度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
２　前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投
票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めま
す。
３　市は、第1項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果
を尊重しなければなりません。

第９章　国及び自治体等と
の連携及び協力

第２８条　市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であること
を踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自治
の確立に努めます。
２　市は、積極的に他の市町村及び関係機関と連携を図り、共通する
課題の解決に努めます。

第１０章　市民自治推進委
員会

第２９条　市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会(以下
「委員会」といいます。)を設置します。
２　委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審
議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。
３　委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に
定めます。

第１１章　条例の見直し

第３０条　市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごと
に、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふさ
わしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。
２　市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要
があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。
３　市長は、第１項の規定による検討及び前項に規定する措置を行う
に当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。

附則

この条例は、平成２０年１０月１日から施行します。
この条例は、平成２６年４月１日から施行します。
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令和２年度 参画と協働のまちづくりフォーラム（案） 

 

１ 目 的  

平成３０年度に開催した参画と協働のまちづくりフォーラムでは地域組織のあり方につい

て意見交換を行った。本フォーラムではさらにその議論に加えて、地域づくりと社会教育に

ついても議論を深めることで、これからの地域組織のあり方、地域づくりについて考えてい

くきっかけにすることを目的とする。 
 

２ 参加者  

それぞれの地域で住民自治に主体的に関わる方 
 

 約２００名を想定 
・まちづくり協議会、地区公民館関係者等 地区３名×６１地区＝１８３名 
 
※地区公民館を通じて取りまとめを行い、一般周知はしない 

 

３ 予定日時  

 日にち：令和２年５月連休後の土曜日もしくは日曜日（※９日、３０日は不可） 
 時 間：１３：３０～１６：３０ 
 

４ 場 所  

 人権交流プラザ ３階大会議室   （定員２００名 ※会議机使用時） 
 
５ 内 容  

  ① 講演 
  ② モデル地区の事例発表、パネルディスカッション 
 

６ 主 催  

 参画と協働のまちづくりフォーラム実行委員会 

  ※市民自治推進委員会、社会教育委員会議、鳥取市公民館連合会、まちづくり協議会 等

の組織から 

 

資料６ 
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 日 程（案）  

○１３：３０ 開 会 

        あいさつ  実行委員長、鳥取市長 ―――――――――――――〔１０分〕 

○１３：４０ 講演会 ――――――――――――――――――――――――――〔４０分〕 

       講 師 地域組織、社会教育の学識経験者 

       演 題 地域づくりと社会教育の融合について（仮） 

○１４：２０ 休 憩 ――――――――――――――――――――――――――〔１５分〕 

○１４：３５ 発表会 ――――――――――――――――――――――――――〔３０分〕 

       モデル地区での取組内容、課題、今後について 

○１５：０５ パネルディスカッション ――――――――――――――――――〔６５分〕 

「これからの地域組織のあり方について（未定）」 

パネリスト    ・鳥取市長（教育長？） 

         ・公民館（市公連？モデル地区？） 

・モデル地区代表 

 ・講演会講師         など４名程度 

        コーディネーター ・中川委員長 

○１６：１０ アンケート等記入 

〇１６：３０ 閉 会 

 

※参加者からの質問について 

 ・質問票に記入してもらい、パネルディスカッション時に会場からの意見として取り上げる 

※当日の流れのイメージ 


